
揚水施設（井戸）設置に係る法令等系統図

・下記フローから、該当する法令を確認してください。

　届出等は不要です。

・自治会等で防災用井戸を設置する場合も、事業用に該当します。
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事業用に使用
（自家用と併用を含む）

　立会願の提出
　が必要です。

27.6mm以内

自家用に使用

27.6mmを超える

特定用途に使用 特定用途以外に使用

・佐倉市内において、新たに揚水施設（井戸）を設置するときには、許可や届出が必
要な場合があります。

ポンプの吐出口の内径

・ポンプの吐出口の内径が27.6mm以内であっても、それが規制対象外とされるためには揚水管
の内径も27.6mm以内であることが必要です。

・地盤沈下及び地下水の枯渇を防止するために複数の揚水施設（井戸）の設置は、ご遠慮いた
だいております。

注
意
事
項

千葉県環境保全条例
に基づく許可申請が

必要です。

佐倉市環境保全条例
に基づく届出が必要です。

・特定用途とは、工業用注１、鉱業用、建築物用（冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗
車設備、公衆浴場）、農業用、水道用、工業用水道事業用、ゴルフ場における散水用の用途で
す。

注１：工業用とは、製造業（物品の加工、修理業を含む）、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業を指し
ます。これらの事業の生産工程、原材料及び製品の保存のためにのみでなく、事業所の環境整備等の
ために利用される場合も含みます


